
申し込み　 問合わせ

　国民健康保険の加入者の新しい被保険者証を、
9月上旬に世帯主宛てに郵送します。希望する人
には、直接手渡される簡易書留で郵送。8月21日
㈪までに国民健康保険課に
申し込んでください。

同課
☎027-898-6250

和
46
年
当
時
の
所
有
者
が
分
か
る
物
）、

公
図
、
土
地
利
用
計
画
書
、
確
約
書
、

案
内
図
、
土
地
改
良
事
業
等
受
益
地

確
認
書
、
確
認
書
、
印
鑑
な
ど

９
月
１
日
㈮
～
20
日
㈬
に
市
役
所

農
林
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６ 

７
０
２
）
へ
直
接

縦
覧
し
ま
す
農
振
計
画
変
更
案

　
「
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
農

業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
変
更
。
昨

年
９
月
に
受
け
付
け
た
農
振
除
外
の

個
別
申
出
に
基
づ
く
変
更
を
含
む
農

用
地
利
用
計
画
と
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
の
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

縦
覧
期
間
＝
〈
縦
覧
・
意
見
書
の
提

出
〉
9
月
４
日
㈪
ま
で
〈
異
議
申
し

出
〉
９
月
５
日
㈫
～
19
日
㈫
、
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
（
土
日

曜
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
農
林
課

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
０
２

ご
み
減
量
の
推
進
に
役
立
て
て

　

電
動
式
生
ご
み
処
理
機
と
枝
葉
粉

砕
機
の
購
入
費
の
助
成
を
実
施
。
詳
し

く
は
、
ご
み
減
量
課
に
問
い
合
わ
せ

る
か
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

現
況
届
忘
れ
ず
に
提
出
を

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
８
月
中
に
現
況
届
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
８
月
上
旬
ま

で
に
資
格
者
に
通
知
を
送
付
。
窓
口

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

子
育
て
支
援
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
１

３
原
則
守
っ
て
防
ご
う
食
中
毒

　

８
月
は
食
品
衛
生
月
間
で
す
。
夏

は
食
中
毒
が
発
生
し
や
す
い
時
季
。

食
中
毒
予
防
の
３
原
則
は
「
菌
を
つ

け
な
い
、
増
や
さ
な
い
、
や
っ
つ
け 

る
」。
家
庭
で
で
き
る
予
防
の
ポ
イ
ン

ト
を
守
り
、食
中
毒
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

●
食
中
毒
予
防
の
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　

❶
食
品
の
購
入
時
は
消
費
期
限
な 

ど
の
表
示
を
チ
ェ
ッ
ク
。
肉
や
魚
は 

分
け
て
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
る
❷
食 

品
は
帰
っ
た
ら
す
ぐ
に
冷
蔵
庫
へ
❸ 

調
理
中
は
小
ま
め
に
手
を
洗
う
。
包 

丁
や
ま
な
板
で
肉
や
魚
を
切
っ
た
ら
、 

洗
剤
で
洗
っ
て
熱
湯
消
毒
❹
食
品 

は
中
ま
で
十
分
に
加
熱
す
る
❺
食
事 

の
前
は
手
を
洗
う
❻
残
っ
た
食
品
は 

常
温
で
保
存
せ
ず
、
ラ
ッ
プ
を
し
て

冷
蔵
庫
へ
。

衛
生
検
査
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
７
８

農
地
か
ら
の
変
更
に
は
申
し
出
を

　

農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
、
住
宅

や
駐
車
場
な
ど
に
使
用
す
る
た
め
農

地
か
ら
除
外
す
る
場
合
、
所
有
者
は

事
前
に
相
談
し
、
申
し
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
申
し
出
地
は
利
用

権
設
定
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
用

件
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ 

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
区
域
＝
農
振
農
用
地
区
域
と
定

め
ら
れ
た
区
域

用
意
す
る
物
＝
土
地
登
記
事
項
証
明

書
か
登
記
簿
謄
本
（
分
家
住
宅
は
昭 

固
定
資
産
名
義
変
更
を
忘
れ
ず
に

　

土
地
や
家
屋
な
ど
の
固
定
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
が
亡
く
な
っ
た
と

き
は
、
名
義
変
更
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
登
記
し
て
あ
る
場
合
は
、
法

務
局
に
相
続
登
記
の
申
請
を
し
て
く 

だ
さ
い
。登
記
し
て
い
な
い
場
合
は
、

未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
申
請
書
を

市
役
所
資
産
税
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
名
義
変
更
を
行
う
ま

で
は
、
相
続
人
の
中
か
ら
代
表
者
を

選
び
、
現
所
有
者
申
告
書
を
市
役
所

資
産
税
課
か
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・ 

富
士
見
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

資
産
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
６

道
路
の
安
全
利
用
心
掛
け
よ
う

　

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
。
８

月
10
日
㈭
は
道
の
日
で
す
。
道
路
を

安
全
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
次
の
点

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

❶
道
路
に
は
み
出
し
た
樹
木
や
生 

け
垣
な
ど
は
剪せ
ん

定て
い

す
る
❷
宅
地
へ
出 

入
り
す
る
た
め
の
鉄
板
や
ブ
ロ
ッ
ク 

を
置
か
な
い
❸
商
品
や
看
板
な
ど
通 

行
の
妨
げ
に
な
る
物
を
置
か
な
い
。

●
道
路
で
工
事
を
行
う
と
き
は

　

工
事
な
ど
で
足
場
を
設
置
し
た
り
、

出
入
り
の
た
め
の
歩
道
や
縁
石
の
切

り
下
げ
を
し
た
り
す
る
と
き
は
、
道

路
管
理
者
の
許
可
や
承
認
が
必
要
で

す
。
工
事
の
前
に
必
ず
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
舗
装
工
事
が
完
了

し
て
か
ら
原
則
３
年
間
は
掘
削
で
き

ま
せ
ん
。

道
路
管
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
０
９

東
部
建
設
事
務
所

☎
０
２
７
‐
２
８
３
‐
１
１
０
９

優
良
な
従
業
員
を
表
彰
し
ま
す

　

永
年
勤
続
従
業
員
と
企
業
貢
献
技

術
者
を
表
彰
し
ま
す
。
事
業
主
や
代

表
者
は
、
該
当
す
る
人
を
推
薦
し
て

く
だ
さ
い
。

表
彰
式
＝
11
月
28
日
㈫
午
前
10
時

会
場
＝
前
橋
テ
ル
サ

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
。
た
だ
し
、
企
業
の
経
営
者
や
役

員
と
家
族
（
き
ょ
う
だ
い
、配
偶
者
、

子
な
ど
）、
自
営
業
者
、
パ
ー
ト
従

業
員
、
過
去
に
表
彰
さ
れ
た
人
は
除

く
。〈
永
年
勤
続
表
彰
〉
市
内
の
商

工
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
の
従
業
員
で
、

勤
務
成
績
が
優
秀
で
他
の
模
範
と
な

り
、
同
一
事
業
所
に
10
年
以
上
か
20

年
以
上
勤
務
し
て
い
る
人
。
30
年
以

上
の
勤
務
の
場
合
は
特
に
功
労
が
あ

る
人
。〈
企
業
貢
献
技
術
者
等
表
彰
〉

市
内
の
商
工
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
の
事

業
所
に
勤
務
す
る
技
術
者
な
ど
で
、

合
理
化
・
新
製
品
開
発
・
サ
ー
ビ
ス

向
上
な
ど
に
取
り
組
み
、
企
業
の
発

展
に
著
し
く
貢
献
し
て
い
る
勤
務
成

績
が
優
秀
で
他
の
模
範
と
な
る
人

推
薦
書
の
配
布
＝
市
役
所
産
業
政
策

課
、
前
橋
商
工
会
議
所
（
日
吉
町
一

丁
目
）、東
部
商
工
会
（
鼻
毛
石
町
）、

富
士
見
商
工
会
（
富
士
見
町
小
暮
）

で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

９
月
15
日
㈮
ま
で
に
推
薦
書
に
記

入
し
、
市
役
所
産
業
政
策
課
（
☎
０ 

２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
５
）、
前 

橋
商
工
会
議
所
、
東
部
商
工
会
、
富

士
見
商
工
会
へ
直
接

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
届
け
出
を

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

へ
は
所
得
現
況
届
、
障
害
児
福
祉
手

当
受
給
者
へ
は
現
況
届
の
提
出
を
依

頼
す
る
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
そ
れ 

ぞ
れ
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
は
申
請
を

　

右
表
の
対
象
者
で
申
請
を
し
て
い

な
い
場
合
は
、障
害
福
祉
課
か
大
胡
・

宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支
所
へ
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
上
に
な
っ
た
場
合

は
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

❶
児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る
公 

的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
❷
児
童
が 

児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
。

障
害
福
祉
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
１
１

だ
さ
い
。

●
剪せ

ん

定て
い

枝
粉
砕
機
を
貸
し
出
し

　

電
動
式
で
便
利
な
剪
定
粉
砕
機
を

貸
し
出
し
ま
す
。
直
径
35
㍉
㍍
ま
で

の
枝
を
処
理
で
き
、
機
器
の
重
量
は

25
㌔
㌘
。
粉
砕
機
の
運
搬
を
自
ら
行

う
こ
と
と
、
粉
砕
し
た
枝
を
有
効
活

用
す
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

対
象
＝
市
内
在
住
の
人
か
市
内
に
所

在
す
る
自
治
会
な
ど
の
団
体

貸
出
期
間
＝
４
日
以
内

貸
出
希
望
日
の
前
月
１
日
か
ら
希 

望
日
７
日
前
ま
で
に
西
部
清
掃
事
務

所
☎
０
２
７
‐
２
５
３
‐
１
０
０
９
へ

ご
み
減
量
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
７
２

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
上
限
変
更

　

８
月
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
分（
11 

月
支
給
分
）
か
ら
、
市
民
税
課
税
世 

帯
の
負
担
上
限
が
、
月
額
３
万
７
，
２ 

０
０
円
か
ら
４
万
４
，
４
０
０
円
へ 

変
更
に
。
た
だ
し
、
同
じ
世
帯
の
65 

歳
以
上
の
人
全
員
（
サ
ー
ビ
ス
を
利 

用
し
て
い
な
い
人
を
含
む
）
が
利
用

者
負
担
割
合
１
割
の
世
帯
は
、
年
間

44
万
６
，
４
０
０
円
の
上
限
が
設
け

ら
れ
、
年
間
を
通
し
て
の
負
担
額
が

増
え
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

介
護
保
険
室

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
７

く
ら
し
の
情
報

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
　
　
　
　10
時
00
分
〜
19
時
00
分

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

窓　　口
業務時間

申し込み 　 問い合わせ

お
知
ら
せ

新しい被保険者証を郵送します

特別児童扶養手当・障害児福祉手当の概要
種別 支給額（月額 ） 対象

特別児童
扶養手当

１級 5万1,450円 20歳未満の在宅重度心身障害児
（身体障害者手帳１級～３級程
度、療育手帳Ｂ1以上など ）を養
育している保護者2級 3万4,270円

障害児福祉手当 1万4,580円

20歳未満の在宅重度心身障害児
（著しく重度の障害があるため、
日常生活において常時介護を要
する状態 ）
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